
令和４年度 １２月 組長会議議事録 作成日 2022.12.18 

作成者 竹村 

 

日時 2022 月 12 月 17 日（土）19：00～20：30 場所 日の里９丁目公民館 

参加者 

 21 名 

会長/藤井、 副会長/竹内・菅谷、 総務部長/竹村、 

公民館/甲斐館長・大川内、 健康福祉部/江口・荒井 

文書配布部/時村部長・森・津秋・秋田・ 

生活環境部/戸高部長・花田・今川・木村 

教育文化部/太田部長・不二原、  民生児童委員/坂田・入江・池淵  

１．9 丁目まちづくりの目標 

 9 丁目まちづくりは、住みたくなるまち・次の世代に安心して渡せるまちです。そのために何

をすれば良いのか、一緒に考えて実行しましょう。 

1，住民相互の絆を作ろう：挨拶しよう・言葉を交わそう・触れ合おう・相談できるようになろ

う、など、住民同士のつながりが生まれるまで、粘り強く小さな努力を重ねましょう。 

2、環境に異変が生じています：人間の営みが環境を破壊している。日常生活の一つ一つを見直

し利便性や経済性だけで選択せずに多少不便でも環境に優しい生活習慣を身につけましょう。 

※1，「まちづくり」についての提案を、口頭もしくは文書で随時お寄せください。文書は会長自

宅の郵便受け迄お願いします。 

※2，絆を失い孤立した思いが極まったときに、一線を越えて事件を起こす事例が増えています。

「孤立者のいないまちづくり」は、町内会の大きな役割です。 

２．コミセン関係報告 藤井会長 

１．福祉会情報交換会：１１月２４日 コミセンで開催（主任福祉員 浦氏と藤井会長が出席） 

２．歳末特別警戒開所式 標語・ポスター（コミセンに掲示）小中学生表彰（教育委員長賞など） 

 （藤井会長と戸高生活環境部長は出席し、会場設営などに協力） 

３．１１月２５日に日の里西小学校で行われた、日の里地区クリーン作戦（日の里学園の行事）

の出発式で、コミセンの要請により藤井会長が挨拶、子ども達は日の里地区の公園や大通りを

綺麗にしました。 

４．防災トークショー：NHK と宗像市(危機管理課)が主催(1 月 15 日 14 時～16 時ユリックス) 

要事前申し込み 危機管理課まで（問い合わせ 36-5050）先着 300 名 座席指定 

５．「消防団消火器訪問販売」回覧 

３．町内会関係報告 

（１） 会長報告 

１．１２月から中村・牧口民生児童委員の後任として坂田さんと入江さんが就任されました。 

２．総会までの予定 

 ➀総会場（コミセン）を予約する。受付開始は３月頃。 

 ②１月２８日（土）19：00～公民館にて次期組長役職決定会議 



 ③２月１１日（土）13：30～公民館にて新旧の組長・役職者の業務引継ぎ 

 ④令和５年２月末までに各部門（各部長・会計・公民館長）と関連団体は総会資料（活動報告

書・次年度活動予定・決算書・次年度予算）を会長あてに提出する。 

 ⑤令和５年３月１０日までに１．総会開催の案内文作成 ２．総会資料作成（提出された資料

のチェックや補正・資料の編集など） 

 ⑥会長は予算書を作成 

 ⑦令和５年３月１０日までに会長は深宮会計に次年度予算書を提出する。 

 ⑧令和５年３月２５日までに会計監査を受ける。 

 出席義務者：監査人（前年度会計 瀬戸口、竹村総務部長、藤井会長、深宮会計） 

 ⑨令和５年３月３０日までに以下の作業を、会長ほか幹部１０名で行う。 

 ・総会資料 65 部をコピーして製本する。 

 ・関係者に総会資料と総会の案内文書を配布する。 

３．令和５年度定期総会：令和５年４月初旬 10：00～12：00  会場：コミセンホール  

４．改善提案について公民館付近の排水暗渠の目詰まりは雨が降った時に確認する、との報告が

維持管理課の米田氏よりありました。 

５．福祉会バスツアー １１月１０日 ３２名参加 

 深耶馬渓、福沢諭吉旧邸、旧倉内邸などを訪問。昼食は中津の料亭。 

４．協議事項 

１．日の里の福祉計画（９丁目の福祉計画）：向こう三軒両隣ネット（ご近所ネット）を推進し

なければならない。言葉だけではなく実行するために協議。 

２．組長交代の時期を迎え３月末までに隣組集会を開催する。 

公民館まで行くのが困難な高齢者が多く、集会はできそうにない（21 組）など、組ごとに

様々な事情はあるが、組長が中心になって組長補佐と力を合わせて是非実行する。         

３．中学生を町内会の役員に起用する。 

次代を担う人材を町内会の役職についてもらい、若者を町内会に取り込んでいきたい。 

４．公民館のカラオケ設備等を更新する。 

 協議の結果、騒音被害とカラオケニーズの調査結果をみて、決定することになった。 

５．総会前に総会議案を回覧し、すべての町内会員が審議・回答を請求できるようにしたいが総

会開催が遅延しないか。新年度は４月１日であり人事は総会承認事項。 

協議の結果、隣組集会で意見が吸収出来るので、従来通りの総会でいいということになった。 

５．その他 

・恒例コミセンで行われてきた新春の集いはコロナのために令和５年も中止。コミセンでは令

和６年以降廃止する意見があり、９丁目の意見も求められたが、９丁目は出席者が少なく判

断材料が乏しいので、是非の回答はしないことになった。 

・次回組長会議：１月２１日（土）   

以上 


